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○ 責任分担モデルＷＧにおいては、平成１９年１２月から個別のサービスについて責任分担

モデルの構築を検討、平成２１年４月にＩＰ電話サービス及びソフトウェアのダウンロードの

不具合について、「第１次報告書」を取りまとめたところ。

○ 昨年度は映像配信サービス及び携帯端末サービスについて、ＩＰ電話サービス等における

場合と比較しつつ、責任分担モデルを検討。

次世代ＩＰネットワーク推進フォーラムにおけるこれまでの検討
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【ＷＧの開催経過】

第１０回ＷＧ 平成２１年１１月 ５日（木） ・ 検討テーマ及び検討の進め方について
・ 事業者に対するアンケート調査の実施について

第１１回ＷＧ 平成２１年１２月１５日（火） ・ 映像配信サービスにおける提供モデルの検討

・ 携帯端末サービスにおける検討の枠組みについて

・ 携帯端末サービスにおける現状調査について

第１２回ＷＧ 平成２２年 ２月 ３日（水） ・ 映像配信サービスにおける不具合対応モデルの検討

・ 携帯端末サービスに関する論点整理

・ 利用者に対するアンケート調査の実施について

第１３回ＷＧ 平成２２年 ４月２７日（火） ・ 映像配信サービスにおける関係主体連携モデルの検討

・ 第２次報告書案について

平成２２年５月２８日（金）～６月２１日（月） ・ 第２次報告書案についてフォーラムＨＰにて意見募集



映像配信サービスにおける責任分担の課題・論点

○ ＩＰ電話の場合と異なり、映像配信事業者が不具合・故障の際の一次窓口となっており、

利用者からの問い合わせ先は明確

○ 他方で、関係主体の数が多く、映像配信事業者との契約関係がない主体も多いため、

不具合・故障の問い合わせを受けた後の協力・情報交換体制の構築が課題

コンテンツ提供事業者

アクセス回線事業者
ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨ事業者

ＩＳＰ事業者

利用者

映像配信事業者

ＰＣベンダー

アプライアンスベンダー

配信基盤事業者

映像再生ソフトベンダー

ＯＳベンダー

セキュリティソフトベンダー

構内回線管理者
（集合住宅等の場合）

問い合わせ

利用設備、サービスの情報

共用設備等の情報
（利用者から得にくい）

問い合わせ、情報提供要請等
（契約関係がある）

問い合わせ、対応指示等
（契約関係がある）

問い合わせ、協力要請等
（契約関係なし）

問い合わせ、協力要請等
（契約関係なし）

問い合わせ、協力要請等
（契約関係なし）
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【映像配信サービスにおける関係主体連携の問題点】
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携帯端末サービスにおける責任分担の課題・論点

○ 映像配信サービスの場合と同様に、携帯電話事業者が不具合・故障の際の一次窓口と

なっており、利用者からの問い合わせ先は明確

○ また、関係主体の数は多いものの、現状では携帯電話事業者が個別契約を行う構造に

なっているため、相互の責任範囲は明確

○ ただし、今後の携帯電話事業者の多様化、高機能端末の利用者層の拡大等により、状況

が変化する可能性

現 在

利用者・事業者とも
限定されている

利用者の裾野拡大

・ITリテラシーが高くない
利用者への高機能端末
普及

・SIMフリー端末利用者の
増加

事業者の裾野拡大

・MVNO事業者の増加

・小規模事業者の参入

・SIMフリー端末の普及

・端末の直接販売

○従来の垂直統合モデルが維持
しきれなくなる可能性

○トラブル対応体制が複雑化した
場合の責任分担

○利用者意識と現状との
ギャップ拡大により発生
する問題点・課題

【携帯端末サービスにおけるサービス提供構造の変化要因】



映像配信サービスの不具合対応における関係主体連携モデル（案）

映像配信サービスの場合、不具合・故障の際の利用者からの問い合わせ先は明確であり、共通

相談窓口の設置よりも「関係主体連携モデル」により対応を行うことが適切

＜関係主体連携モデル（案）＞

・ 関係主体の間で協定を締結する等により、事前に情報交換や不具合対応の具体的な手順を明確化

・ 不具合対応の手順は、①不具合原因の切り分け、②不具合原因主体への引き継ぎ、③不具合原因へ

の対応及び確認により構成
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映像配信事業者Ｂ 問い合わせ

映像配信事業者Ａ 問い合わせＰＣベンダー

映像再生ソフトベンダー

ＯＳベンダー

アプライアンスベンダー

ＩＳＰ事業者

アクセス回線事業者
ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨ事業者

コンテンツ提供事業者

配信基盤事業者

コンテンツ提供事業者

配信基盤事業者

（個別の契約等に基づく
情報交換）

（個別の契約等に基づく
情報交換）

連携協定に基づく情報交換

・手順の標準化、明確化
・情報提供のルール化
・責任範囲の明確化
・不具合対応の迅速化
・窓口事業者の負担軽減



不具合・故障対応における関係主体連携モデルの将来像

将来的には、各関係主体における不具合・故障に関する知識を共有化し、窓口事業者からの横断検索を可

能とすることにより、対応等をさらに効率化

【関係主体連携モデルの将来像（例） （知識ベースの相互参照）】

映像配信事業者Ｂ 問い合わせ

映像配信事業者Ａ 問い合わせ
ＰＣベンダー

映像再生ソフトベンダー

ＯＳベンダー

アプライアンスベンダー

ＩＳＰ事業者

アクセス回線事業者
ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨ事業者

コンテンツ提供事業者

配信基盤事業者

コンテンツ提供事業者

配信基盤事業者

（個別の契約等に基づく
情報交換）

（個別の契約等に基づく
情報交換）

横
断
検
索
シ
ス
テ
ム

各
社
個
別
に
知
識
ベ
ー
ス
を
整
備

知識ベースの
仕様共通化

【関係主体連携モデルの将来像（例） （知識ベースの共有システム化）】

映像配信事業者Ｂ 問い合わせ

映像配信事業者Ａ 問い合わせＰＣベンダー

映像再生ソフトベンダー

ＯＳベンダー

アプライアンスベンダー

ＩＳＰ事業者

アクセス回線事業者
ＡＤＳＬ／ＦＴＴＨ事業者

共有
知識ベース
システム

コンテンツ提供事業者

配信基盤事業者

コンテンツ提供事業者

配信基盤事業者

連携協定に基づく情報交換

（個別の契約等に基づく
情報交換）

（個別の契約等に基づく
情報交換） 6


